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新病院の役割・診療機能等

新病院の整備方針
【建設基本計画Ｐ２より】

新病院の診療機能
【建設基本計画概要版Ｐ５より】

地域における役割 各領域における診療機能の概要

⑴　高齢者を中心とした
　　救急医療機能

⑵　地域の医療資源や連携等を
    踏まえた急性期機能

⑴　在宅や介護施設への円滑な
　　移行を支える機能

⑴　訪問診療、訪問看護等
　　による在宅医療支援

⑵　在宅や介護施設等との連携

⑴　不採算であっても
    地域に不可欠な医療
 （小児、周産期、災害、
  感染症、救急、へき地）

修正点等（意見）

【地域における役割】
・「高齢患者増加が見込まれるので、全人的医療を提供する」という表現は適切
　でない。
・「基幹病院」を「地域型病院」に改める。

【各領域における診療機能の概要】
○悪性腫瘍
・高度医療機関と連携し、主として術後の経過観察や薬物療法導入後の継続治療
　を担う。
○手術
・救急で必要な最低ラインは考慮しなければいけない。
・高齢者が増え、手術が減るので、シミュレーションをした方が良い。
・現状の稼働率を見ると２室で十分ではないか。
○生活習慣病・機能性疾患
・高齢者救急・地域急性期機能、総合診療で診ていくもの。
・これだけ多くの疾患に対する十分な体制が整備できるのか。
・細かい病名は必要ない。
・地域型病院として外来診療を担う。
○救急医療
・医師会としてはこのまま続けて欲しい。
・高齢者を中心としたという表現があっても良い。
・西部地域の若い人も利用するので高齢者救急に限定すべきでない。
（初期救急の役割）
○災害医療
・「災害対応病院としての機能を確保する」を「地域における災害医療を担う」に
　改める。

ウ　地域密着型の在宅療養支援病院
    として、西部地域の地域包括ケア
　　システムの一翼を担う。

オ　認知機能の予防も含めた全市的な
    フレイル予防センター機能を備える。

ア　一般診療
　(ｱ) 総合診療
・上に同じ
　(ｳ) 生活習慣病・機能性疾患
・上に同じ
ク　予防医療
・松本市の政策に沿った特色ある検診体制を構築する。
・フレイル予防は、関係機関と連携し、全市的な取組みとする
  とともに、フレイル予防センターを設置する。
ケ　終末期医療
・緩和ケアに対応可能な病床を設置する。
コ　在宅医療・在宅支援
・地域包括ケアシステムにおける地域連携の中心的な役割を
  担いながら、関係機関との連携のもと、多職種・多分野が
  関わることができる体制を整備する。

【各領域における診療機能の概要】
○予防医療
・「検診」を「健診」に改める。
・人間ドックに力を入れていきたいならば、人間ドックを前面に出しても良い。
・「フレイル予防センター」という名称は、他施設で使用されているため、変更が
　必要である。

３　地域型病院として担う
    在宅医療支援と地域連携

２　地域型病院として担う
    回復期医療

１　地域型病院として担う
    急性期医療

ア　複数疾患を抱える高齢患者の増加が
    見込まれるので、全人的全人生医療
　　の提供を行えるよう体制を整備する。

イ　松本西部地域の基幹病院としての
    役割を果たす。

ア　一般診療
　(ｱ) 総合診療
・総合的な診療能力を有する総合診療医を外来へ配置する。
　(ｲ) 悪性腫瘍
・手術療法や薬物療法は可能な範囲で担い、専門性の高い分野や
  放射線治療は高度医療機関と連携する。
　(ｳ) 生活習慣病・機能性疾患
・高血圧・循環器疾患、呼吸器疾患、糖尿病・脂質異常、腎疾患、
  脳神経疾患、運動機能疾患、歯科・口腔疾患、排尿障害、肝疾患
  について十分な体制を整備する。
イ　救急医療
・地域に根差した救急体制を目指し、一次、二次救急患者に対応する。
ウ　災害医療
・傷病者の２４時間受入体制の構築や、ＢＣＰの構築、災害医療
  従事者の育成など、災害対応病院としての機能を確保する。

建設基本計画による病院の役割・診療機能等

【各領域における診療機能の概要】
○へき地医療
・「市民」を「住民」に改める。
○周産期医療
・周産期医療については大幅な変更が必要。
・分娩を廃止し、健診協力医療機関となった。今後は外来診療と婦人科検診を
　行っていく。
・将来的に産婦人科を残すかどうか。設備投資が必要になるので、しっかりと
　検討する必要がある。
・産婦人科医の人数が減るとすれば、手術を行うのは厳しいのではないか。
○小児医療
・小児科は松本市の中心部からも患者が来る。地域のニーズもある。
・一般的な小児救急は現在の対応で十分と考える。
○感染症医療
・コロナ診療での功績は大きい。
・感染症医療はこのまま市立病院で継続してもらいたい。

４　公立病院として担う
    政策医療

エ　公立病院として、周産期医療、小児
    医療、へき地医療、感染症医療、
　　救急医療などの政策医療を担う。

エ　へき地医療
・診療所医師のバックアップ機能など、今後も山間地に居住する
  市民が必要な医療を継続的に受療できるよう支援する。
・診療情報の共有など、医科・歯科と連携する。
オ　周産期医療
・出産を担う病院の一つとして、継続して医療を提供できる体制を
  整備する。
・ハイリスク妊娠、ハイリスク新生児は、他病院との連携により
  対応する。
カ　小児医療
・小児救急や感染症などの急性期患者に対応するための体制及び
  施設整備を行う。
キ　感染症医療
・第二種感染症指定医療機関としての役割を担うための体制及び
  施設整備を行う。
・一般感染症から新興感染症まで幅広く対応するため、各種感染症を
  想定した外来機能・入院機能を整備する。
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